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女性入所者への度重なるセクハラ行為への対応 

高齢者同士でも認知症がない利用者の猥褻行為は犯罪 
［事例から学ぶ対応のポイント］ 

 

■入居者同士のセクハラ問題は施設の責任？
特別養護老人ホームに入所している男性入所者Ｋ氏は、職員の目を盗み日常的に同じユニットの特定の女性

利用者に対してのセクハラ行為をします。職員はその都度注意をしますが、激高して男性職員には暴力をふるおう
としたこともありました。 
 そのため、３カ月前に他のユニットに移ってもらいましが、そのユニットでも認知症や精神疾患があるOさん入所
者に対するセクハラ行為が発覚しました。セクハラ行為をされた女性入所者は、それまではデイルームで過ごして
いたのに、居室に引きこもり出て来なくなりました。不審に思った娘さんが、母親に問いただすと「お父さんが殴る
から怖くて部屋から出られない」と訴えたため、娘さんは「母は虐待されている」と施設に抗議しました。施設では、
Ｋ氏の息子さんにセクハラ行為について説明し、退所を促しましたが、息子さんは応じてはくれません。一方、Oさ
んの娘さんは「施設の管理責任は重大である」として責任を追及する構えです。 

■認知症のない利用者のセクハラは犯罪

高齢者施設では、なぜか利用者同士の性的なトラブルについては対応がマニュアル化

されていないケースが多くみられます。施設は高齢者だからということを理由に、性的

な嫌がらせや猥褻行為なども、犯罪にすることをためらうのでしょうか。訪問介護など

の利用者の猥褻行為を事業所が警察に訴えても、「相手は高齢で被害が小さい」といっ

た対応をすることがあります。しかし、猥褻行為の被害を受けた女性の精神的なショッ

クは、変わるものではありません。本事例の被害者である精神疾患の女性も、「以前に

夫から受けたＤＶがフラッシュバックした可能性がある」と医師が診断しています。認

知症の利用者が行う行為については、本人の責任能力が無いとされれば、法的責任を問

うことは難しいのですが、認知症が無ければ立派な成人男性ですから本人の責任です。

■被害に対して施設の責任を問えるか？

本事例の被害者の女性の娘さんは、「施設の管理責任もある」と訴えました。しかし、判断能力も責任能

力もある加害者のＫ氏の猥褻行為に対して、適切な防止措置を取らなかったことで、施設に加害者の責任

を問うことは難しいでしょう。しかし、被害者の精神疾患の女性に対しては、被害者を加害者から守る安

全配慮義務が施設に生じます。つまり、被害者女性の娘さんが施設を相手取って債務不履行責任を理由に

賠償請求訴訟を起こせば、施設は安全配慮義務違反で賠償責任を問われるかもしれません。もちろん、施

設はＫ氏に求償することは可能ですが、Ｋ氏が応じるとは思えません。 

 ■利用者同士の加害事故は迅速に家族に知らせるべき

本事例でもう一つの大きな問題は、Ｋ氏の猥褻行為も被害者の女性の被害事実も迅速に家族に知らされてい

ないことです。特別養護老人ホームなどの入所施設では、施設内で起こる利用者同士のトラブルは施設側で全

て解決しなくてはならないという思い込みから、家族への情報提供が遅れることがよくあります。しかし、利

用者同士のトラブルの解決には、加害者と被害者の個別の人格や事情が大きく絡んでくることがありますから、

家族に援助を求めて迅速に解決しなければなりません。本事例の被害者の女性は、いまだにデイルームに出て

来られない状態が続いているのです。 
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